
学校安全の推進に関する計画に係る取組状況調査
（平成30年度実績）のポイント

文部科学省では、学校保健安全法に基づき策定された第２次学校安全の推進に関
する計画（平成29年３月24日閣議決定）を踏まえた、各学校における安全教育や安
全管理に関する取組について調査を行ってきている。
このたび、平成30年度実績について取りまとめて公表するもの。

（１）学校保健安全法に基づき策定等が義務付けれられている計画等の状況
●学校安全計画の策定状況は96.3％（前回96.5％）と微減しているが、国立学校
については100％を達成。

●危険発生時対処要領（危機管理マニュアル）の作成状況は97.0％（前回97.2％）
と微減。

96.5%
(46,821)

98.5%
(256)

99.9%
(38,064)

83.8%
(8,501)

96.3%
(47,698)

100.0%
(258)

100.0%
(36,932)

85.4%
(10,508)

70

80

90

100

全体 国立 公立 私立

学校安全計画の策定状況

前回調査（平成27年度実績） 今回調査（平成30年度実績）

２．結果の主な概要

１

１．調査対象

【平成30年度調査対象校=49,516校】

全国の国立・公立・私立の小学校(19,411校)、中学校(10,072校) 、義務教育学
校(87校) 、高等学校(5,040校)、中等教育学校(54校)、幼稚園(9,519校) 、幼保連
携型認定こども園(4,202校)及び特別支援学校(1,131校) 【計49,516校】

（学校安全計画の策定等） 学校保健安全法＜抜粋＞
第二十七条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒
等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全
に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
（危険等発生時対処要領の作成等）
第二十九条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の実情に応じて、危険等発生時におい
て当該学校の職員がとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた対処要領（次項において「危険等発生時対処要領」
という。）を作成するものとする。
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※２ 公立学校も100％となっているが、小数点第２位四捨五入によるもの。

【平成30年度調査対象校=49,516校】

※１（ ）内は学校数。

※１（ ）内は学校数。



（２）通学路・通園路の安全確保に向けた取組状況
●通学路・通園路を設定している学校は65.6％(32,470校)。【新規設問】

※うち通学路を設定している小学校は98.1％(19,049校)。
●通学路・通園路を設定している学校（32,470校）のうち、通学路・通園路の安全

点検を実施している学校は98.8%(32,092校)（前回86.8%）と増加。
●スクール・ゾーン（子供の交通安全の確保を図る特定地域）を設定している学校

は25.8％(12,755校)。【新規設問】
※うちスクール・ゾーンを設定している小学校は46.5％(9,022校)。

※複数回答可

（３）地域の関係機関との連携状況
●地域の行政機関と安全に関する情報共有や共同訓練等を行っている学校は87.0％

(43,068校)。【新規設問】

（４）学校の安全管理の取組状況
●学校や地域の状況等を踏まえて、備えている設備や備品等について全体的に増加

傾向。

※複数回答可

●「学校事故対応に関する指針」に基づく調査対象となる事故が発生した学校
（7,860校）のうち、基本調査を実施した学校は94.2％(7,405校)。【新規設問】

●災害等が発生した場合の休校等の判断基準について設置者と取り決めている学
校は75.8%(37,510校)。【新規設問】

前回調査より増加した主な設備や備品（前回調査と比較して増加したもの）
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スクール・ゾーンの安全対策の実施内容（小学校）

【小学校数=19,411校】

【学校数=49,516校】

「基本調査」とは、学校事故対応に関する指針（平成28年３月文部科学省）に基づき、学校において死亡事故及び治
療に要する期間が３０日以上の負傷や疾病を伴う場合等重篤な事故のうち、学校の設置者が必要と判断した事故につ
いて、学校が原則として３日以内を目途に行う調査。



●大多数の学校において、概ね学校安全の取組が推進されているが、学校保健安全
法で策定が義務付けられている学校安全計画及び危機管理マニュアルについて、
一部未策定の学校があることから、引き続き100％の達成を目指す。

●国公立学校に比べて全国的に私立学校における取組が低い。また、取組によって
は自治体・地域ごとのバラツキが大きく、取組が弱い地域に働きかけ、取組を底
上げしていく必要がある。

（５）平成30年度に新たに実施した熱中症対策【新規設問】

※複数回答可

（６）「登下校防犯プラン」(平成30年６月)を受けた防犯教育の充実【新規設問】

※複数回答可

（７）登下校中の地震発生時の対応に係る指導の実施状況
●平成30年６月に発生した大阪府北部を震源とする地震に発生を受けて発出した

「学校におけるブロック塀等の安全点検等について（通知）」を踏まえ、改めて
通学路の確認や、地震が起きた際の指導を行った学校は77.7％(38,473校)。
【新規設問】

（８）弾道ミサイル発射に係る学校安全の対応状況
●弾道ミサイルが発射された場合の対応について、平成30年度中に危機管理マニュ

アルや学校安全計画に反映した学校は48.1％(23,795校)。【新規設問】

３．主な分析

４．今後の対応

●教育委員会等に本調査結果を踏まえて、一層の学校安全の取組の推進を依頼す
る通知を発出する。

●文部科学省で実施する研修において、本調査結果を踏まえた研修を実施すると
ともに、学校安全ポータルサイトでも各地域の優良事例等を積極的に発信する。

●都道府県・指定都市教育委員会の学校安全担当者を対象として実施している連
絡会議を、新たに国立附属学校及び都道府県私立学校担当者も対象とするとと
もに、私立学校関係団体とも連携しつつ私立学校の取組を促す。
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